
美咲町居宅介護及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則 

平成１７年３月２２日 

規則第１１５号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５０条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第６０条に規定する介

護予防サービス費等の額の特例（以下「居宅介護サービス費等の額の特例」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（利用者負担額の減額及び免除の基準等） 

第２条 法第５０条及び第６０条の規定により町が定める介護給付及び予防給付の割

合（以下「給付割合」という。）は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に

定める給付割合とする。 

（１） 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」とい

う。）第８３条第１項第１号及び第９７条第１項第１号の要件に該当する場合に

おいては、要介護被保険者若しくは要支援被保険者（以下「要介護被保険者等」

という。）又はその属する世帯の生計を主として維持する者（以下「生計中心

者」という。）の所有する住宅、家財又はその他の財産に、その価格の１０分の

５以上の損害（保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。）を受

け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

が１，０００万円以下である者に対しては、損害の程度及び合計所得金額に応じ

て次の表に掲げる給付割合とする。 

合計所得金額 給付割合 

損害の程度が１０分の５以

上１０分の８未満のとき。 

損害の程度が１０分の８以

上のとき。 

５００万円以下であると

き。 

１００分の９７ １００分の１００ 

７５０万円以下であると

き。 

１００分の９５ １００分の９７ 

７５０万円を超えるとき。 １００分の９３ １００分の９５ 

（２） 省令第８３条第１項第２号から第４号まで及び第９７条第１項第２号から

第４号までの要件に該当する場合においては、生計中心者の当該年中の合計所得

金額の見込額（保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。）が前

年の合計所得金額の１０分の５以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額

が４００万円以下である者に対しては、次の表に掲げる給付割合とする。 



合計所得金額 給付割合 

２００万円以下であるとき。 １００分の９７ 

３００万円以下であるとき。 １００分の９５ 

３００万円を超えるとき。 １００分の９３ 

２ 居宅介護サービス費等の額の特例は、前項各号に規定する事由発生後６箇月の範

囲内において必要と認められる月までとし、前項各号に定める給付割合を適用す

る。ただし、法第２８条第１項又は法第３３条第１項の要介護認定又は要支援認定

の有効期限内に限る。 

（居宅介護サービス費等の額の特例の申請等） 

第３条 要介護被保険者等は、居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようと

するときは、居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書（様式第１号）に被

保険者証及び特例を受けようとする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しな

ければならない。 

２ 町長は、前項の申請があった場合は速やかにその事実等について調査し、その結

果について、居宅介護サービス費等の額の特例決定通知書（様式第２号）により居

宅介護サービス費等の額の特例の承認・不承認の決定を当該申請者に通知するとと

もに、承認すると決定した場合は、居宅介護サービス費等の額の特例に関する認定

証（以下「認定証」という。）を交付するものとする。 

３ 居宅介護サービス費等の額の特例適用を受けた者（以下「特例適用者」とい

う。）は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額

の特例理由消滅申告書（様式第３号）に認定証を添えて、町長に申告しなければな

らない。 

（居宅介護サービス費等の額の特例の取消し等） 

第４条 町長は、特例適用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その居宅介護

サービス費等の額の特例を取り消し、その旨を当該特例適用者に居宅介護サービス

費等の額の特例取消通知書（様式第４号）により通知するとともに、当該居宅介護

サービス費等の額の特例により免れた介護給付等に要した費用を徴収するものとす

る。 

（１） 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合である

にもかかわらず前条第３項の規定による申告を怠ったとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正の行為により居宅介護サービス費等の額の特例を受

けたと認められるとき。 

２ 前項の規定による通知を受けた者は、認定証を町長に返還するものとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町居宅介護及び居宅支援サービス

費等の額の特例に関する規則（平成１６年旭町規則第１号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第３７号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月３１日規則第３０号) 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



様式第1号(第3条関係) 

居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書 

被
保
険
者 

フ リ ガ ナ   保 険 者 番 号   

氏 名   
被保険者番号             

個 人 番 号             

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

電話番号 

生
計
中
心
者 

氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

電話番号 

居宅介護サー

ビス費等の額

の特例の申請

理由 

第1号被保険者・生計中心者          が 

 上記のとおり、居宅介護サービス費等の額の特例を適用していただくよう申請します。 

 なお、認定の決定に関して、私の世帯について必要な課税資料等を閲覧することに同意

します。 

     年  月  日 

申請者住 所              

氏 名                

電話番号(   )   ―      

 美咲町長          様 

※ 生計中心者が被保険者本人の場合は、生計中心者欄の記載は不要です。 

町記入欄 

交 付 年 月 日 備 考 

年  月  日 (※ 所得分布の状況等を記入) 

摘 要 年 月 日 

年  月  日から 

有 効 期 限 

年  月  日まで 
 



様式第2号(第3条関係) 

 

居宅介護サービス費等の額の特例決定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

美咲町長              

 

 先に申請がありました居宅介護サービス費等の額の特例については、次のとおり決定し

ましたので通知します。 

被保険者氏名   被保険者番号   

決 定 年 月 日 年  月  日 

決 定 事 項   

1 承 認 す る 

〔摘要年月日〕 

年  月  日   

〔有効年月日〕 

年  月  日   

〔承認内容〕 

 

給付率    ／100 

2 承認しない 

〔理由〕 

 この通知により承認された方は、居宅介護サービス費等の額の特例認定証が同封してあ

ります。介護サービスを受けるときは、必ず事前にこの認定証を事業者又は施設の窓口に

提出してください。 

 

 不服の申立て 

  この通知について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して60

日以内に、岡山県介護保険審査会に対し審査請求することができます。 

 

お問い合わせ先                  

美咲町役場                   



様式第3号(第3条関係) 

 

居宅介護サービス費等の額の特例理由消滅申告書 

 

被
保
険
者 

フ リ ガ ナ   保 険 者 番 号   

氏 名   
被保険者番号             

個 人 番 号             

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

電話番号 

生
計
中
心
者 

氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

電話番号 

消 滅 理 由  

第1号被保険者・生計中心者          が 

 上記のとおり、居宅介護サービス費等の額の特例理由の消滅を申告します。 

 

     年  月  日 

 

申請者住 所              

氏 名              

電話番号(   )   ―      

 美咲町長          様 

※ 生計中心者が被保険者本人の場合は、生計中心者欄の記載は不要です。 



様式第4号(第4条関係) 

 

居宅介護サービス費等の額の特例取消通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

美咲町長              

 

 先に承認しました居宅介護サービス費等の額の特例については、次の理由により取消し

することに決定しましたので通知します。 

被保険者氏名   被保険者番号   

決 定 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 

取 消 年 月 日 年  月  日 

取 消 理 由   

区 分 期 間 給 付 率 

取 消 前 

年  月  日 

％   ～ 

年  月  日 

取 消 後 

年  月  日 

％   ～ 

年  月  日 

 不服の申立て 

  この通知について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して60

日以内に、岡山県介護保険審査会に対し審査請求することができます。 

 

お問い合わせ先                  

美咲町役場                   


